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同意第１号 監査委員選任につき同意を求めることについて 

 

 本案は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 196 条第 1 項の規定に基づき、

監査委員の選任を行いたく、議会の同意を求めるものであります。 

  

  

同意対象者 

 

 

 

 

 

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者  

氏  名 佐々木
さ さ き

 喜代子
き よ こ

 

住  所 登米市登米町 

職  業 無 職 

 

 

 

 

氏 名 岩 淵
いわぶち

 正 宏
まさひろ

 

住 所  登米市東和町 

職 業  農 業 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
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 本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法 

（昭和 24 年法律第 139 号）第６号第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 佐々木
さ さ き

 武雄
たけお

 

住  所 登米市豊里町  

職  業 無 職 

 

 

 

 

  

 本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法 

（昭和 24 年法律第 139 号）第６号第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 金
こん

 正男
まさお

 

住  所 登米市石越町  

職  業 無 職 

 

 

 

 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
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報告第７号 継続費繰越計算書について 

報告第８号 繰越明許費繰越計算書について 

報告第９号 平成30年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

報告第 10 号 平成30年度登米市病院事業会計継続費繰越計算書について 

 

本件は、平成30年度登米市一般会計予算における継続費年割額の逓次繰越し、

平成30年度登米市一般会計予算、下水道事業特別会計予算及び宅地造成事業特別

会計予算における繰越明許費、平成30年度登米市水道事業会計予算における予算

繰越し、平成30年度登米市病院事業会計予算における継続費年割額の逓次繰越し

について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項及び第146条

第２項、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項及び地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の規定により、それぞれ繰越

計算書を調製したので、議会に報告するものであります。 

 

 

 

本件は、地方税法等の一部を改正する法律（平成 31 年法律第２号）、地方税法

施行令等の一部を改正する政令（平成 31 年政令第 87 号）、地方税法施行規則及

び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第 38

号）及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第 39 号）

が平成 31 年３月 29 日にそれぞれ公布され、原則として同年４月１日（地方税法

施行規則等の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第 39 号）は同年 10 月１

日）から施行されたことに伴う、本条例の一部改正について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項

の規定により報告するものであります。       （新旧対照表 10 ページ） 

 

 

報告第 12号 損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告について 

 

本件は、過失による物損事故に係る損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

報告第 11 号 
登米市税条例等の一部を改正する条例に係る専決処分の報告につ

いて 
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議案第 47号 令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号） 

議案第 48号 令和元年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

議案第 49号 令和元年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

議案第 50号 令和元年度登米市病院事業会計補正予算（第１号）  

 

本案は、議案第 47 号令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号）から議案第

50 号令和元年度登米市病院事業会計補正予算（第１号）までについて、各種会計

予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億 4,236 万円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ 472 億 9,875 万円とするものであります。  

その主な内容として、歳出では、介護保険特別会計への繰出金 2,878 万円、幼

児教育・保育の無償化に要する経費 2,607 万円、強い農業・担い手づくり総合支

援事業 2,678 万円、林業振興費 2,030 万円などを増額して計上しております。 

歳入では、森林環境譲与税 2,030 万円、低所得者保険料軽減負担金などの国庫

支出金 2,995 万円、強い農業・担い手づくり総合支援交付金などの県支出金 6,182

万円、財政調整基金繰入金 2,394 万円などを増額して計上しております。  

また、債務負担行為補正として追加１件、変更１件、地方債補正として変更１

件を計上しております。  

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で、国民健康保険事業費納

付金 8,490 万円の減額などを、歳入では、国民健康保険税２億 3,927 万円を減額

する一方、財政調整基金繰入金１億 5,436 万円などの増額を、介護保険特別会計

の歳出では、財政調整基金積立金 2,754 万円などを増額して計上しております。 

企業会計については、病院事業会計で登米市民病院の施設改修に要する建設改

良費 1,400 万円の増額と、企業債補正として追加１件を計上しております。 

 

 

議案第 51号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について  

  

 本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一

部を改正する法律（令和元年法律第１号）が令和元年５月 15 日に施行（一部令和

元年６月１日施行）されたことに伴い、国会議員の選挙等の執行にかかる国が負

担する投票所経費等の基準額について、選挙長等の費用弁償額等の見直しととも

に、土地改良法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 43 号）が平成 31 年４月

１日から施行されたことに伴い、土地改良区の総代の選挙について、選挙管理委
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員会による管理が廃止されたため、本条例の一部を改正するものであります。 

                       （新旧対照表 38 ページ） 

 

 

議案第 52号 登米市基金条例の一部を改正する条例について  

 

本案は、登米市高森公園リフレッシュ基金の活用を終えたことに伴い、当該基

金を廃止するとともに、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31

年３月 29 日法律第３号）に基づき譲与される森林環境譲与税を活用し、森林経営

管理法（平成 30 年６月１日法律第 35 号）に基づく森林の整備及びその促進を計

画的かつ効果的に行うことを目的に、新たに登米市森林環境整備基金を設置する

ため、本条例の一部を改正するものであります。   （新旧対照表 39 ページ） 

 

 

議案第 53号 
登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例について  

 

本案は、宮城県心身障害者医療費助成事業補助金交付要綱の一部が改正され、

令和元年 10 月１日から施行されることに伴い、助成対象者に精神障害者を追加す

るため、本条例の一部を改正するものであります。  （新旧対照表 42 ページ） 

 

 

議案第 54号 登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

  

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（平成 31 年法律第２号）、地方税法

施行令等の一部を改正する政令（平成 31 年政令第 87 号）、地方税法施行規則及

び自動車重量税譲与税法施行規則の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第

38 号）及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第 39

号）、が平成 31 年３月 29 日に公布されたこと及び国民健康保険税の税率を見直

し納税義務者の負担軽減を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

                   （新旧対照表 44 ページ） 
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議案第 55号 登米市介護保険条例の一部を改正する条例について  

 

本案は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の

一部を改正する政令（平成 31 年政令第 118 号）及び介護保険の医療保険者の納付

金の算定等に関する省令の一部を改正する省令（平成 31 年厚生労働省令第 54 号）

が平成 31 年４月１日から施行されたことに伴い、低所得者の保険料の軽減が強化

され、保険料基準額に対する割合が見直されたため、本条例の一部を改正するも

のであります。                  （新旧対照表 48 ページ） 

 

 

議案第 56号 登米市火災予防条例の一部を改正する条例について  

  

本案は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 33 号）が

平成 30 年５月 30 日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関

する基準を定める省令の一部を改正する省令（平成 31 年総務省令第 11 号）が平

成 31 年２月 28 日にそれぞれ公布され火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月 22 日

付け自消甲予発第 73 号）の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正す

るものであります。                （新旧対照表 49 ページ） 

 

 

議案第 57号 
登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例の一

部を改正する条例について  

  

本案は、登米市歴史資料館等に係る共通観覧券の有効期間を規則で複数日と定 

めることで観覧者の利便性を高め、各施設の利用促進を図るため、本条例の一部

を改正するものであります。            （新旧対照表 51 ページ） 

 

 

議案第 58号 指定管理者に係る指定期間の変更について（歴史資料館）  

 

 本案は、登米懐古館の移転新築に伴い、登米懐古館を直営管理とするため、歴

史資料館のうち、登米懐古館の指定管理者に係る指定期間（平成 26 年 12 月 15

日議決）について「平成 27 年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで」を「平成

27 年４月１日から令和元年８月 31 日まで」に変更するものであります。 
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 本案は、消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型購入契約を締結するにあたり、地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年登米市条例第 73 号）第

３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 60号 財産の取得について  

 

 本案は、高規格救急自動車購入契約を締結するにあたり、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 96 条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年登米市条例第 73 号）第３条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 61号 登米市辺地総合整備計画の変更について  

  

 本案は、平成 31 年１月に登米市総合計画実施計画を見直したことに伴い、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37

年法律第 88 号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により４辺地に

係る総合整備計画を変更することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 62号 登米市過疎地域自立促進計画の変更について  

  

本案は、平成31年１月に登米市総合計画実施計画を見直したことに伴い、過疎

地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第６条第７項において準用する同

条第１項の規定により、登米市過疎地域自立促進計画を変更することについて、 

議会の議決を求めるものであります。  

 

議案第 59号 財産の取得について  



 

- 10 - 

報
告
第

11
号
関
係

 

登
米
市
税
条
例
等

  
新
旧
対
照
表

 

第
１
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第

34
条
の
６

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
34
条
の
６
 
（
略
）

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

 
（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第

31
4
条
の
７
第
１
項
第

１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
所
得
税
法
第

78
条
第
２
項
第
２
号
及

び
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
３
項
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第

41
条
の

18

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
法
第

78
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附

金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

法
人
に
対
す
る
寄
附
金
若
し
く
は
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正

11
年
法
律
第

62
号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
１
条
に

規
定
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
す
る
金
銭
を
支
出
し
た

場
合
に
は
、
同
項
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除

す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除

対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控

除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ

の
者
の
第

34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と

す
る
。

 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第

3
1
4条

の
７
第
１
項
第

１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
所
得
税
法
第

7
8条

第
２
項
第
２
号
及

び
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
３
項
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第

4
1条

の
1
8

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
法
第

7
8
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附

金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

法
人
に
対
す
る
寄
附
金
若
し
く
は
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正

1
1
年
法
律
第

62
号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
１
条
に

規
定
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
す
る
金
銭
を
支
出
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
法
第

3
1
4
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除

す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
附
金

 
 
 
 

  
  
  
  
  
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控

除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ

の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と

す
る
。
 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
31

4条
の
７
第

11
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
3
1
4条

の
７
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
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第
34
条
の
８
～
第
15

6条
 
（
略
）

 
第

34
条
の
８
～
第
15

6条
 
（
略
）

 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
～
第
７
条
の
２

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
７
条
の
２
 
（
略
）

 

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

 

第
７
条
の
３

 
（
略
）

 
第
７
条
の
３
 
（
略
）

 

第
７
条
の
３
の
２

 
平
成
22
年
度
か
ら
平
成

45
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別

措
置
法
第

41
条
又
は
第

41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年

が
平
成

11
年
か
ら
平
成

18
年
ま
で
又
は
平
成

21
年
か
ら
平
成
3
3
年
ま
で
の
各
年

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き

額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

34
条
の
３
及
び
第

34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

第
７
条
の
３
の
２
 
平
成

2
2
年
度
か
ら
平
成

4
3
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別

措
置
法
第
41
条
又
は
第

4
1
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年

が
平
成
11
年
か
ら
平
成
1
8
年
ま
で
又
は
平
成

2
1年

か
ら
平
成

3
3年

ま
で
の
各
年

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
６
項
（
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き

額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

3
4条

の
３
及
び
第

3
4
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

 
２

 
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
。

 

(1
)
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
分
の
第

3
6
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書

が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
第
36
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
に
租
税
特
別
措
置
法
第

4
1

条
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）

 

(2
)
 
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
法
第

3
1
7
条
の
６
第
１

項
の
規
定
に
よ
っ
て
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
給

与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
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所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法

第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
  
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

34
条
の
８
及
び
第
34
条
の

９
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第

34
条
の
９
第
１
項

中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」

と
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の
８
及
び
第

3
4条

の

９
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第

3
4
条
の
９
第
１
項

中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」

と
す
る
。
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

 
（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

 

第
７
条
の
４

 
第
34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
、
法
第

31
4条

の
７
第

11
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
又
は
第

34
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課

税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

16
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第

16
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第
17
条
第
１
項
、
附
則
第

18
条
第
１
項
、
附
則
第
19
条

第
１
項
、
附
則
第

19
条
の
２
第
１
項
又
は
附
則
第

20
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
と
き
は
、
第

34
条
の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

第
７
条
の
４
 
第

34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
、
法
第
3
1
4条

の
７
第
２
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
又
は
第

3
4
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課

税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

1
6条

の
３
第
１
項
、
附
則
第

16
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第

1
7条

第
１
項
、
附
則
第
1
8条

第
１
項
、
附
則
第

1
9条

第
１
項
、
附
則
第
1
9
条
の
２
第
１
項
又
は
附
則
第

2
0
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
と
き
は
、
第
3
4
条
の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

第
８
条

 
（
略
）

 
第
８
条
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
寄
附
金
控
除
額

 
 
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

 

第
９
条

 
法
附
則
第
７
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
（
次
項
に
お

い
て
「
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
分
の
間
、
第

34
条
の
７
第

１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

  
控
除
す
べ
き
金
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第

36
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
（
第

36
条

の
３
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
所
得
税

第
９
条
 
法
附
則
第
７
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
（
次
項
に
お

い
て
「
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
分
の
間
、
第

3
4
条
の
７
第

１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
控
除
す
べ
き
金
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第
3
6
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
（
第

3
6
条

の
３
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
所
得
税
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法
第
２
条
第
１
項
第

37
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
を
含
む
。
）
に
代
え

て
、
法
第

31
4条

の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

  
  
」
と
い
う
。
）
を
支
出
す

る
際
、
法
附
則
第
７
条
第
８
項
か
ら
第

10
項
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
例
控
除
対
象
寄
附
金

  
  
を
受
領
す
る
都
道
府
県
の
知
事
又
は
市
町
村
若
し

く
は
特
別
区
の
長
（
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
告
特
例
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

法
第
２
条
第
１
項
第
3
7号

に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
を
含
む
。
）
に
代
え

て
、
法
第

31
4
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
附
金

 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
を
支
出
す

る
際
、
法
附
則
第
７
条
第
８
項
か
ら
第

1
0項

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
を
受
領
す
る
地
方
団
体
の
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
対
し
、
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
告
特
例
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
の
求
め
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
申
告
特
例
の
求
め
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
は
、
当

該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
日
か
ら
賦
課
期
日
ま
で
の
間
に
法
附
則
第
７
条

第
10
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定

す
る
申
告
特
例
対
象
年
（
次
項
に
お
い
て
「
申
告
特
例
対
象
年
」
と
い
う
。
）
の

翌
年
の
１
月

10
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
等

に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
そ
の

他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
の
求
め
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
申
告
特
例
の
求
め
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
は
、
当

該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
日
か
ら
賦
課
期
日
ま
で
の
間
に
法
附
則
第
７
条

第
10
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定

す
る
申
告
特
例
対
象
年
（
次
項
に
お
い
て
「
申
告
特
例
対
象
年
」
と
い
う
。
）
の

翌
年
の
１
月
10
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
地
方
団
体
の
長

 
 

に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
そ
の

他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
申
告
特
例
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
等
は
、
申
告
特
例
対
象
年
の
翌
年

の
１
月

31
日
ま
で
に
、
法
附
則
第
７
条
第

10
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
さ

れ
た
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
者
の
住
所
（
同
条
第

11
項
の
規
定
に
よ
り

住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
住
所
）
の
所
在
地
の
市

町
村
長
に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
告
特
例
通
知
書
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
申
告
特
例
の
求
め
を
受
け
た
地
方
団
体
の
長

 
 は

、
申
告
特
例
対
象
年
の
翌
年

の
１
月
31
日
ま
で
に
、
法
附
則
第
７
条
第

1
0
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
さ

れ
た
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
っ
た
者
の
住
所
（
同
条
第

1
1項

の
規
定
に
よ
り

住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
住
所
）
の
所
在
地
の
市

町
村
長
に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
告
特
例
通
知
書
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

第
９
条
の
２

 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄

附
金

  
  
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第

13
項
の
規

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
地
方
団
体
に
対
す

る
寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第

1
3項

の
規
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定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は

  
  
  
、
法
附

則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

34
条

の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。

 

定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附

則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
10
条

 
（
略
）

 
第

10
条

 
（
略
）
 

（
法
附
則
第

15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

 

第
10
条
の
２
 
（
略
）

 
第

10
条
の
２
 
（
略
）

 

２
～
４

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

５
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

６
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

６
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

８
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

８
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

９
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
１
号
ホ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

９
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
１
号
ホ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

10
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 

10
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 

11
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 

11
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 

12
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

12
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

13
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

13
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
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す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

14
 
法
附
則
第
15
条
第

33
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

14
 
法
附
則
第
15
条
第

3
2項

第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

15
 
法
附
則
第
15
条
第

38
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。

 

15
 
法
附
則
第
15
条
第

3
7項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第

44
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分

の
１
と
す
る
。

 

16
 
法
附
則
第
15
条
第

4
3項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第

45
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。

 

17
 
法
附
則
第
15
条
第

4
4項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第

47
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と

す
る
。

 

18
 
法
附
則
第
15
条
第

4
6項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と

す
る
。
 

19
 
（
略
）
 

19
 
（
略
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

 

第
10
条
の
３
 
（
略
）

 
第

10
条
の
３
 
（
略
）

 

２
～
５

 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

６
 
法
附
則
第
15
号
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

31
日
ま
で
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

12
条
第
16
項
に
規
定
す
る
従
前
の

家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
 
納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名

称
）
 

(2
)
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
及
び
床
面
積

 

(3
)
 
家
屋
の
建
築
年
月
日
及
び
登
記
年
月
日
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７
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当

該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が

令
附
則
第
12
条
第

19
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当

該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が

令
附
則
第
12
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
～
(6
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(6
)
 
（
略
）

 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項

の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

７
条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項

の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

７
条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(1
)
～
(3
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(3
)
 
（
略
）

 

(4
)
 
令
附
則
第

12
条
第

23
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び

当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(4
)
 
令
附
則
第

1
2条

第
2
1
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び

当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(5
)
 
（
略
）
 

(5
)
 
（
略
）
 

(6
)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第

24
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(6
)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

1
2
条
第

2
2
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(7
)
 
（
略
）
 

(7
)
 
（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第

10
項
の

熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７

条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第

1
0項

の

熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７

条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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(1
)
～
(4
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(4
)
 
（
略
）

 

(5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第

31
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
 

(5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

2
9
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
 

(6
)
 
（
略
）
 

(6
)
 
（
略
）
 

10
 
（
略
）
 

９
 
（
略
）
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅

又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

15
条
の
９
第

９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

11
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅

又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

1
5
条
の
９
第

９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

1
1項

各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
～
(4
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(4
)
 
（
略
）

 

(5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第

31
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
 

(5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

2
9
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
 

(6
)
 
（
略
）
 

(6
)
 
（
略
）
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の

10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第
７
条
第

13
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の

写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3
号
）

第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震

改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

19
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

11
 
法
附
則
第
15
条
の

1
0第

１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
3
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の

写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

1
2
3号

）

第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震

改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

1
2
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
～
(6
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(6
)
 
（
略
）

 

13
 
（
略
）
 

第
11
条
～
第
15
条

 
（
略
）

 

12
 
（
略
）
 

第
11
条
～
第
15
条

 
（
略
）
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（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

 

第
16
条

 
平
成

18
年
３
月

31
日
ま
で
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第

60
条
第
１
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
「
初

回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
法
附
則
第

30
条
第
１
項
に
規
定
す
る

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
平
成

31
年
度
分
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
の
軽
自
動
車
税
に
係
る
第
82
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
16
条
 
法
附
則
第
3
0
条
第
１
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自
動
車
が
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法

第
60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て

1
4
年
を
経
過

し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
係
る
第

8
2条

の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
２
号
ア
 

3,
90
0円

 
4,
60
0
円

 

6,
90
0円

 
8,
20
0
円

 

10
,8
00
円

 
12
,9
00
円

 

3,
80
0円

 
4,
50
0
円

 

5,
00
0円

 
6,
00
0
円

 
 

第
２
号
ア
 

3
,
9
0
0円

 
4
,
6
0
0円

 

6
,
9
0
0円

 
8
,
2
0
0円

 

1
0
,
8
0
0円

 
1
2
,
9
0
0円

 

3
,
8
0
0円

 
4
,
5
0
0円

 

5
,
0
0
0円

 
6
,
0
0
0円

 
 

 
２

 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

2
8年

４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9年

３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
、
平
成
2
9
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
第
２
号
ア
 

3
,
9
0
0円

 
1
,
0
0
0円

 

6
,
9
0
0円

 
1
,
8
0
0円

 

1
0
,
8
0
0円

 
2
,
7
0
0円

 

3
,
8
0
0円

 
1
,
0
0
0円
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5
,
0
0
0円

 
1
,
3
0
0円

 
 

 
３

 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

（
第
５
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

2
9
年
３
月

3
1
日
ま

で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
平
成

2
9年

度
分
の
軽
自
動

車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 
第
２
号
ア
 

3
,
9
0
0円

 
2
,
0
0
0円

 

6
,
9
0
0円

 
3
,
5
0
0円

 

1
0
,
8
0
0円

 
5
,
4
0
0円

 

3
,
8
0
0円

 
1
,
9
0
0円

 

5
,
0
0
0円

 
2
,
5
0
0円

 
 

 
４

 
法
附
則
第
30
条
第
５
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第

8
2
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

2
8年

４
月
１
日
か
ら
平
成

2
9
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
平
成

2
9年

度
分

の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 
第
２
号
ア
 

3
,
9
0
0円

 
3
,
0
0
0円

 

6
,
9
0
0円

 
5
,
2
0
0円

 

1
0
,
8
0
0円

 
8
,
1
0
0円

 

3
,
8
0
0円

 
2
,
9
0
0円

 

5
,
0
0
0円

 
3
,
8
0
0円

 
 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

５
 
法
附
則
第
30
条
第
６
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
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車
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

29
年

４
月
１
日
か
ら
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
平
成

30
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

30

年
４
月
１
日
か
ら
平
成

31
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
場
合
に
は
平
成

31
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
  
  
の
左
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

車
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

2
9年

４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0年

３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
平
成
3
0
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

3
0

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
場
合
に
は
平
成
3
1年

度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア
 

3,
90
0円

 
1,
00
0
円

 

6,
90
0円

 
1,
80
0
円

 

10
,8
00
円

 
2,
70
0
円

 

3,
80
0円

 
1,
00
0
円

 

5,
00
0円

 
1,
30
0
円

 
 

 

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
軽
自
動
車
が
平
成

29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

30
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

30
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限

り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

31
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

31
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に

限
り
、
次
の
表

  
  
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

６
 
法
附
則
第
30
条
第
７
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
す
る
第

8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

3
0
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

3
0年

度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限

り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

3
1年

３
月

3
1日

ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

3
1
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に

限
り
、
第
３
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア
 

3,
90
0円

 
2,
00
0
円

 

6,
90
0円

 
3,
50
0
円

 

10
,8
00
円

 
5,
40
0
円

 

3,
80
0円

 
1,
90
0
円
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5,
00
0円

 
2,
50
0
円

 
 

４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

30
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
31
年

３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

31
年
度

分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表

  
  
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
30
条
第
８
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第

8
2
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

2
9年

４
月
１
日
か
ら
平
成

3
0
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

3
0
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

3
1年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

3
1年

度

分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア
 

3,
90
0円

 
3,
00

0
円

 

6,
90
0円

 
5,
20
0
円

 

10
,8
00
円

 
8,
10
0
円

 

3,
80
0円

 
2,
90
0
円

 

5,
00
0円

 
3,
80
0
円

 
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
（
法
附
則
第

30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
７
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
（
法
附
則
第
30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
～
４

 
（
略
）
 

第
16
条
の
３
～
第
21
条
の
２

 
（
略
）

 

２
～
４
 
（
略
）
 

第
16
条
の
３
～
第
21
条
の
２

 
（
略
）

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
等
）

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
等
）
 

第
22
条

 
（
略
）
 

第
22
条
 
（
略
）
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２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
附
則
第
56
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん
分
の

申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者
が
毎
年
１

月
31
日
ま
で
に
次
  

  
  
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
法
附
則
第
56
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん
分
の

申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者
が
毎
年
１

月
31
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
 
代
表
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人

番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名

称
）
 

(1
)
 
代
表
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人

番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名

 
 
 
 
 
 
 

 ）
 

(2
)
～
(5
) 

（
略
）

 
(2
)
～

(5
)
 
（
略
）

 

４
 
法
附
則
第
56
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と
み
な
さ
れ
た

特
定
仮
換
地
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
仮
換
地
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん
分
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
特
定
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者
」
と
、
「
特
定
被

災
共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
の
」
と
、
「
特
定
被
災
共
用
土

地
に
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定
被

災
共
用
土
地
に
」
と
す
る
。

 

第
23
条

 
（
略
）
 

４
 
法
附
則
第
56
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と
み
な
さ
れ
た

仮
換
地
等
（
  
  
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
換
地
等
」

 
 
 と

い
う
。
）
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん
分
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
特
定
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

 
 
 
 」

と
、
「
特
定
被

災
共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
仮
換
地
等
の

 
 
 
 」

と
、
「
特
定
被
災
共
用
土

地
に
」
と
あ
る
の
は
「
仮
換
地
等
に

 
 
 
 対

応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定
被

災
共
用
土
地
に
」
と
す
る
。

 

第
23
条
 
（
略
）
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第
２
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第

36
条

 
（
略
）

 

（
市
民
税
の
申
告
）

 

第
１
条
～
第
36
条

 
（
略
）

 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
36
条
の
２
 
（
略
）

 
第

36
条
の
２
 
（
略
）

 

２
～
６

 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
第
１
項
又
は
第
５
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
年
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
給
与

で
所
得
税
法
第

19
0条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
を
有
す
る
者
で
市
内
に
住

所
を
有
す
る
も
の
が
、
第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
法
第

31
7
条
の

２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

施
行
規
則
で
定
め
る
記
載
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

８
 
（
略
）
 

７
 
（
略
）
 

９
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

10
 
（
略
）
 

第
36
条
の
３
 
（
略
）

 

９
 
（
略
）
 

第
36
条
の
３
 
（
略
）

 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書

 
 ）

 

第
36
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第

19
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得

者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

第
36
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第

1
9
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得

者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
同
項
の

 
 
 
 
 
 
 
 
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(1
)
・
(2
) 

（
略
）

 
(1
)
・

(2
)
 
（
略
）
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(3
)
 
当
該
給
与
所
得
者
が
単
身
児
童
扶
養
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

 
 

(4
)
 
（
略
）
 

(3
)
 
（
略
）
 

２
～
５

 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書

 
 
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第

20
3条

の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同

項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第

20
3条

の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払

を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す

る
者
若
し
く
は
単
身
児
童
扶
養
者
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年

金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第

20
3条

の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）

か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

  
  

  
  

  
  
  
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日

ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第

2
0
3条

の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年

金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公
的
年

金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）

か
ら
毎
年
最
初
に
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日

ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
)
・
(2
) 

（
略
）

 
(1
)
・

(2
)
 
（
略
）

 

(3
)
 
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
が
単
身
児
童
扶
養
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
 

 

(4
)
 
（
略
）
 

(3
)
 
（
略
）
 

２
 
前
項
又
は
法
第
31

7条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金

等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き

事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出

し
た
前
項
又
は
法
第

31
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し

た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支

２
 
前
項
又
は
法
第
3
1
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金

等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き

事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出

し
た
前
項
又
は
法
第
3
1
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し

た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支



 

- 25 - 

払
者
が
所
得
税
法
第
20

3条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第

31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動

が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第

31
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

払
者
が
所
得
税
法
第

2
0
3条

の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第

31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動

が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第

3
1
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第
６
項
に
規
定
す
る
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に

対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第

2
0
3条

の
５
第
５
項
に
規
定
す
る
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に

対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

（
市
民
税
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

 
（
市
民
税
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

 

第
36
条
の
４
 
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
第

36
条
の
２
第
１
項
、
第
２
項
若
し
く
は

第
３
項
の
規
定
に
よ
り

 
提
出
す
べ
き
申
告
書
を
正
当
な
理
由
が
な
く
て
提
出

し
な
か
っ
た
場
合
又
は
同
条
第
９
項
若
し
く
は
第
10
項
の
規
定
に
よ
り
  
申
告

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は

 

  
  
 
、
そ
の
者
に
対
し
、

10
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

第
36
条
の
４
 
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
第

3
6
条
の
２
第
１
項
、
第
２
項
若
し
く
は

第
３
項
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
べ
き
申
告
書
を
正
当
な
理
由
が
な
く
て
提
出

し
な
か
っ
た
場
合
又
は
同
条
第
７
項
若
し
く
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

1
0
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

２
・
３

 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
37
条
～
第
15

6条
 
（
略
）

 
第

37
条
～
第
15
6
条

 
（
略
）

 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
～
第

15
条

 
（
略
）

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）

 

第
15
条
の
２
 
法
第

45
1条

第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以

第
１
条
～
第
15
条

 
（
略
）

 



 

- 26 - 

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取

得
が
平
成

31
年
10
月
１
日
か
ら
平
成

32
年
９
月

30
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
15
条
の

６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な

い
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
の
２
 
（
略
）

 
第

15
条
の
２
 
（
略
）

 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第

44
6
条
第
１
項
（
同
条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

45
1
条
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す

る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

29
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該

判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

３
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と

を
附
則
第

15
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

81
条
の
６
第
１
項
の

納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に

お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者

に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他

不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事

由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を

当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第

29
条
の
11
の
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規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第

16
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
申

告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

10
0分

の
10
の
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税

の
範
囲
の
特
例
）

 

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税

の
範
囲
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
の
３
 
（
略
）

 
第

15
条
の
２
の
２
 
（
略
）

 

第
15
条
の
３
～
第
15
条
の
５

 
（
略
）

 
第

15
条
の
３
～
第
15
条
の
５

 
（
略
）

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
15
条
の
６
 
（
略
）

 
第

15
条
の
６
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第

81
条

の
４
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
軽
自
動
車
の
取
得
が
特
定
期
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「

10
0分

の
２
」
と
あ
る
の
は
、
「

10
0
分
の
１
」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 
 

第
16
条

 
（
略
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

31
年

４
月
１
日
か
ら
平
成

32
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
平
成

32
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車

が
平
成

32
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

33
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

33
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
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れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア
(イ

) 
3,
90
0円

 
1,
00
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)a
 

6,
90
0円

 
1,
80
0
円

 

10
,8
00
円

 
2,
70
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)b
 

3,
80
0円

 
1,
00
0
円

 

5,
00
0円

 
1,
30
0
円

 
 

 

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第

44
6
条
第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第

82
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成

31
年
４
月
１
日
か

ら
平
成

32
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は

平
成

32
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が

平
成

32
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

33
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指

定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

33
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 

第
２
号
ア
(イ

) 
3,
90
0円

 
2,
00
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)a
 

6,
90
0円

 
3,
50
0
円

 

10
,8
00
円

 
5,
40
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)b
 

3,
80
0円

 
1,
90
0
円

 

5,
00
0円

 
2,
50
0
円

 
 

 

４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
32
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
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受
け
た
場
合
に
は
平
成

32
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ

リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成

32
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

33
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

33
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア
(イ

) 
3,
90
0円

 
3,
00
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)a
 

6,
90
0円

 
5,
20
0
円

 

10
,8
00
円

 
8,
10
0
円

 

第
２
号
ア
(ウ

)b
 

3,
80
0円

 
2,
90
0
円

 

5,
00
0円

 
3,
80

0円
 

 

 

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
16
条
の
２
 
削
除
 

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る

こ
と
を
第

83
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延

長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た

原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手

段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供

し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又

は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
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（
第

87
条
及
び
第

88
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

10
0分

の
10
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算

し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

第
16
条
の
３
～
第
23
条
 
（
略
）

 

   第
16
条
の
３
～
第
23
条

 
（
略
）
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第
３
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第

23
条

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
23
条

 
（
略
）

 

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

 
（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

 

第
24
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
市
民
税
（
第
２
号

に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第

53
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
（
以

下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
た
だ

し
、
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
24
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
市
民
税
（
第
２
号

に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第

5
3条

の
２
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
（
以

下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
た
だ

し
、
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(1
)
 
（
略
）
 

(1
)
 
（
略
）
 

(2
)
 
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
、
寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶
養
者
（
こ
れ
ら
の

者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
13

5万
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）

 

(2
)
 
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
寡
夫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
こ
れ
ら
の

者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
3
5万

円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）

 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
25
条
～
第
15

6条
 
（
略
）

 
第

25
条
～
第
15
6
条

 
（
略
）

 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
～
第

15
条
の
６

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
15
条
の
６
 
（
略
）

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
16
条

 
（
略
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

２
～
４

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
う
ち
、
自
家
用
の
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

33
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

34
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

34
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

34
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
35
年
３
月

31

日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

35
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
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表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
3
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３

 
略

 
２
・
３
 
略

 

第
16
条
の
３
～
第
23
条
（
略
）

 
第

16
条
の
３
～
第
23
条
（
略
）

 

 



 

- 33 - 

第
４
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

 
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 
 
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
登
米
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
第
２
条
 
登
米
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
（
中
略
）

 
 
（
中
略
）
 

 
 
附
則
第
15
条
の
次
に
次
の
５
条
を
加
え
る
。

 
 

 
附
則
第
15
条
の
次
に
次
の
５
条
を
加
え
る
。

 

 
（
中
略
）

 
 
（
中
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
15
条
の
６
 
（
略
）

 
第
15
条
の
６
 
（
略
）

 

２
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第

81
条
の
４
（
第
３
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「

10
0

分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「
10

0分
の
２
」
と
す
る
。

 

２
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第

8
1条

の
４
（
第
３
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 、

同
号
中
「

1
0
0

分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「

1
0
0分

の
２
」
と
す
る
。

 

附
則
第
16
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、

同
条
第
１
項
中
「
平
成

18
年
３
月

31
日
ま
で
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第

60
条

第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い

て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
法
附
則
第

30
条
第
１
項
」
を

「
法
附
則
第

30
条
」
に
、
「
平
成

31
年
度
分
」
を
「
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法

第
44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て

14

年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」

の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

附
則
第
16
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、

同
条
第
１
項
中
「
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第

6
0条

第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ

る
」
を
「
最
初
の
法
第
4
4
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」

の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

略
 

 

略
 

 

（
後
略
）

 
（
後
略
）
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第
５
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条

 
登
米
市
税
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例
第

65
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

 

（
中
略
）

 

第
48
条
第
１
項
中
「
に
よ
る
申
告
書
」
の
次
に
「
（
第

10
項
、
第
11
項
及
び
第

13
項
に
お
い
て
「
納
税
申
告
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
７
項
中
「
第

52
条
第
２
項
」
を
「
第
52
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同

条
第
６
項
を
同
条
第
８
項
と
し
、
同
条
第
５
項
中
「
第
３
項
の
場
合
」
を
「
第
５

項
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
７
項
と
し
、
同
条
第
４
項
を
同
条
第
６
項

と
し
、
同
条
第
３
項
中
「
第
５
項
第
１
号
」
を
「
第
７
項
第
１
号
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
５
項
と
し
、
同
条
第
２
項
中
「
法
の
施
行
地
に
本
店
若
し
く
は
主
た

る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
」
を
「
内
国
法
人
」
に
、
「
第

32
1
条
の

８
第

24
項
」
を
「
第

32
1条

の
８
第

26
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
１
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
１
項
の
次
に
次
の
２
項
を
加
え
る
。

 

第
１
条
 
登
米
市
税
条
例
（
平
成

1
7年

登
米
市
条
例
第

6
5号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

（
中
略
）
 

第
48
条
第
１
項
中
「
に
よ
る
申
告
書
」
の
次
に
「
（
第

1
0項

及
び
第

1
1項

 
 

 
 
に
お
い
て
「
納
税
申
告
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
７
項
中
「
第

52
条
第
２
項
」
を
「
第

5
2
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同

条
第
６
項
を
同
条
第
８
項
と
し
、
同
条
第
５
項
中
「
第
３
項
の
場
合
」
を
「
第
５

項
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
７
項
と
し
、
同
条
第
４
項
を
同
条
第
６
項

と
し
、
同
条
第
３
項
中
「
第
５
項
第
１
号
」
を
「
第
７
項
第
１
号
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
５
項
と
し
、
同
条
第
２
項
中
「
法
の
施
行
地
に
本
店
若
し
く
は
主
た

る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
」
を
「
内
国
法
人
」
に
、
「
第

3
2
1条

の

８
第
24
項
」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第

2
6
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
１
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
１
項
の
次
に
次
の
２
項
を
加
え
る
。

 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措
置

法
第
66
条
の
７
第
４
項
及
び
第

10
項
又
は
第

68
条
の

91
第
４
項
及
び
第
10
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第

32
1条

の
８
第
24
項
及
び
令
第

48

条
の
12
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に

よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

 

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措
置

法
第
66
条
の
７
第
４
項
及
び
第

1
0項

又
は
第

6
8
条
の

9
1第

４
項
及
び
第

1
0項

 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第

3
2
1条

の
８
第

2
4項

及
び
令
第

4
8

条
の
12
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に

よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

３
 
内
国
法
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

66
条
の
９
の
３
第
４
項
及
び
第
10
項
又

は
第
68
条
の

93
の
３
第
４
項
及
び
第

10
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、
法
第
32

1条
の
８
第

25
項
及
び
令
第

48
条
の

12
の
３
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税

割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

３
 
内
国
法
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

6
6条

の
９
の
３
第
４
項
及
び
第

1
0項

又

は
第

68
条
の

93
の
３
第
４
項
及
び
第

1
0
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、
法
第
32
1
条
の
８
第

2
5項

及
び
令
第

4
8
条
の
1
2
の
３
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税

割
額
か
ら
控
除
す
る
。
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第
48
条
に
次
の
８
項
を
加
え
る
。

 
第

48
条
に
次
の
３
項
を
加
え
る
。

 

10
 
法
第
32

1条
の
８
第

42
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の

市
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第

42
項
及

び
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
る
事
項
（
次
項
及
び
第

12
項
に
お
い
て
「
申
告
書
記
載
事
項
」
と
い

う
。
）
を
、
法
第
76

2条
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第

12
項
に
お
い
て
「
機
構
」

と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り

市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

10
 
法
第
32
1
条
の
８
第
4
2
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の

市
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第

4
2項

及

び
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
る
事
項
（
次
項

 
 
 
 
 
に
お
い
て
「
申
告
書
記
載
事
項
」
と
い

う
。
）
を
、
法
第
7
6
2条

第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第

1
2項

に
お
い
て
「
機
構
」

と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

11
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事

項
が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条

例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

11
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事

項
が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条

例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

12
 
第
10
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
は
、
申
告
書
記
載
事
項
が
法

第
76
2条

第
１
号
の
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
同
項
に
規
定
す

る
市
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

12
 
第

10
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
法

第
76
2
条
第
１
号
の
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
同
項
に
規
定
す

 

る
市
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

13
 
第
10
項
の
内
国
法
人
が
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
納
税
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規

定
を
適
用
し
な
い
で
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
市
長
の
承
認

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
市
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項
の
申
告
に
つ

い
て
は
、
前
３
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
法
人
税
法
第

75
条
の
４
第
２
項

の
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
た
第

10

項
の
内
国
法
人
が
、
当
該
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
、
又
は
当
該
税
務
署
長
の
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却
下
の
処
分
を
受
け
て
い
な
い
旨
を
記
載
し
た
施
行
規
則
で
定
め
る
書
類
を
、

納
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
前
日
ま
で
に
、
又
は
納
税
申
告
書
に
添
付
し
て
当

該
提
出
期
限
ま
で
に
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
税
務
署
長
が
指

定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

14
 
前
項
前
段
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
内
国
法
人
は
、
同
項
前
段
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
事
情
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
施
行
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
の
開
始
の
日
の

15

日
前
ま
で
に
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

15
 
第
13
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
は
、
第

10
項
の
申
告
に
つ

き
第
13
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

旨
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

16
 
第
13
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第

32
1

条
の
８
第
51
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
の
第

13
項
前
段
の

期
間
内
に
行
う
第
10
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第

13
項
前
段
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
段
の
承
認
を

受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

17
 
第
13
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
第
15
項
の

届
出
書
の
提
出
又
は
法
人
税
法
第
75
条
の
４
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項
（
同
法

第
81
条
の
24
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
処
分
が
あ

っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
書
の
提
出
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後

の
第
13
項
後
段
の
期
間
内
に
行
う
第

10
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
13
項
後
段

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同

項
後
段
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
後
略
）

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

（
施
行
期
日
）

 
（
施
行
期
日
）
 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成

3
0年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

(1
)
～
(4
) 

（
略
）

 
(1
)
～
(4
)
 
（
略
）
 

(5
)
 
第
１
条
中
第

23
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第

48
条
第
１
項
の
改
正
規

定
並
び
に
同
条
に
８
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
４
項
の
規
定

 

平
成
32
年
４
月
１
日

 

(5
)
 
第
１
条
中
第
2
3
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第

4
8条

第
１
項
の
改
正
規

定
並
び
に
同
条
に
３
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
４
項
の
規
定

 

平
成

32
年
４
月
１
日

 

(6
)
～
(9
) 

（
略
）

 
(6
)
～
(9
)
 
（
略
）
 

（
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 
（
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

第
２
条

 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
・
３

 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
新
条
例
第
23
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第

48
条
第

10
項
か
ら
第
17
項
ま

で
の
規
定
は
、
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
分
の
法
人
の
市
民
税
及
び
同
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法

人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市

民
税
及
び
同
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

４
 
新
条
例
第
23
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第

4
8条

第
1
0項

か
ら
第
1
2
項
ま

で
の
規
定
は
、
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
分
の
法
人
の
市
民
税
及
び
同
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法

 

人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市

民
税
及
び
同
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

第
３
条
～
第

11
条
 
（
略
）

 
第
３
条
～
第
11
条

 
（
略
）
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議
案
第
51
号
関
係

 

選
挙
長
等
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 

 
行

 

第
１
条

 
（
略
）

 
第
１
条
 
（
略
）
 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
で
「
登
米
市
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
等
を
す
る
選
挙
又
は
投

票
」
と
は
、
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
等
す
る
選
挙
又
は
投
票
及
び
登
米

市
の
議
会
の
議
員
及
び
市
長

  
  

  
  

  
  
  
  
 
の
選
挙
並
び
に
登
米
市
議
会

の
解
散
の
投
票
、
登
米
市
の
議
会
の
議
員
、
市
長
の
解
職
の
投
票
を
い
う
。

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
で
「
登
米
市
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
等
を
す
る
選
挙
又
は
投

票
」
と
は
、
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
等
す
る
選
挙
又
は
投
票
及
び
登
米

市
の
議
会
の
議
員
、
市
長
及
び
土
地
改
良
区
の
総
代
の
選
挙
並
び
に
登
米
市
議
会

の
解
散
の
投
票
、
登
米
市
の
議
会
の
議
員
、
市
長
の
解
職
の
投
票
を
い
う
。

 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
費
用
弁
償
の
額
）

 
（
費
用
弁
償
の
額
）
 

第
３
条

 
選
挙
長
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

 

第
３
条
 
選
挙
長
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。
 

選
挙
長

 
１
回
に
つ
き

 
10
,8
00
円

 

投
票
所
の
投
票
管
理
者

 
１
回
に
つ
き

 
12
,8
00
円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者

 
１
回
に
つ
き

 
11
,3
00
円

 

開
票
管
理
者

 
１
回
に
つ
き

 
10
,8
00
円

 

投
票
所
の
投
票
立
会
人

 
１
回
に
つ
き

 
10
,9
00
円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
立
会
人

 
１
回
に
つ
き

 
9,
60
0円

 

開
票
立
会
人

 
１
回
に
つ
き

 
8,
90
0円

 

選
挙
立
会
人

 
１
回
に
つ
き

 
8,
90
0円

 
 

選
挙
長
 

１
回
に
つ
き

 
1
0
,
6
0
0円

 

投
票
所
の
投
票
管
理
者
 

１
回
に
つ
き

 
1
2
,
6
0
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者

 
１
回
に
つ
き

 
1
1
,
1
0
0円

 

開
票
管
理
者
 

１
回
に
つ
き

 
1
0
,
6
0
0円

 

投
票
所
の
投
票
立
会
人
 

１
回
に
つ
き

 
1
0
,
7
0
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
立
会
人

 
１
回
に
つ
き

 
9
,
5
0
0円

 

開
票
立
会
人
 

１
回
に
つ
き

 
8
,
8
0
0円

 

選
挙
立
会
人
 

１
回
に
つ
き

 
8
,
8
0
0円

 
 

２
 
（
略
）

 

第
４
条

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
４
条
 
（
略
）
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議
案
第

52
号
関
係

 

登
米
市
基
金
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
・
第
２
条

 
（
略
）

 
第
１
条
・
第
２
条
 
（
略
）

 

（
積
立
基
金
の
設
置
等
）

 
（
積
立
基
金
の
設
置
等
）

 

第
３
条

 
積
立
基
金
と
し
て
設
置
す
る
基
金
の
名
称
、
設
置
の
目
的
及
び
積
立
額

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

第
３
条
 
積
立
基
金
と
し
て
設
置
す
る
基
金
の
名
称
、
設
置
の
目
的
及
び
積
立
額

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

基
金
の
名
称
 

設
置
の
目
的

 
積
立
額
 

 
 

 

（
略
）

 

 
 

 

(9
)
 

登
米

市
知

的

障
害

児
通

園
施

設
運
営
基
金
 

知
的

障
害

児
通

園
施

設
の

運
営
資
金
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(1
0)

 
登

米
市

ふ

る
さ
と
基
金
 

活
力

あ
ふ

れ
る

地
域

づ
く

り
を
推
進
す
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(1
1)

 
登

米
市

介

護
保

険
事

業
財

政
調
整
基
金
 

介
護

保
険

事
業

の
財

政
の

健
全
な
運
営
を
図
る
。

 

介
護

保
険

特
別

会
計

の

各
年

度
の

決
算

に
お

い

て
生

じ
た

剰
余

金
の

２

分
の
１
以
上
の
額
 

(
1
2
)
 

登
米

市
下

水
道

事
業

財
政

下
水

道
事

業
の

財
政

の
健

全
な
運
営
を
図
る
。

 

下
水

道
事

業
特

別
会

計

の
各

年
度

の
決

算
に

お

基
金
の
名
称
 

設
置
の
目
的

 
積
立
額

 

 
 

 

（
略
）

 

 
 

 

(9
)
 

登
米

市
高

森
公

園
リ

フ
レ

ッ
シ
ュ
基
金
 

高
森

公
園

の
施

設
整

備
の

財
源
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
0
)
 
登
米

市
知

的
障

害
児

通
園

施
設
運
営
基
金
 

知
的

障
害

児
通

園
施

設
の

運
営
資
金
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
1
)
 
登
米

市
ふ

る
さ
と
基
金
 

活
力

あ
ふ

れ
る

地
域

づ
く

り
を
推
進
す
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(1
2)

 
登

米
市

介

護
保

険
事

業
財

政
調
整
基
金
 

介
護

保
険

事
業

の
財

政
の

健
全
な
運
営
を
図
る
。

 

介
護

保
険

特
別

会
計

の

各
年

度
の

決
算

に
お

い

て
生

じ
た

剰
余

金
の

２

分
の
１
以
上
の
額

 

(
1
3
)
 
登
米

市
下

水
道

事
業

財
政

下
水

道
事

業
の

財
政

の
健

全
な
運
営
を
図
る
。

 

下
水

道
事

業
特

別
会

計

の
各

年
度

の
決

算
に

お
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調
整
基
金
 

い
て

生
じ

た
剰

余
金

の

２
分
の
１
以
上
の
額
 

(
1
3
)
 

登
米

市
国

民
健

康
保

険
事

業
財

政
調

整
基

金
 

医
療

費
の

増
嵩

に
よ

り
保

険
給

付
費

に
不

足
が

生
じ

た
と
き
の
財
源
、
保
険
料
率

の
引

上
げ

を
緩

和
す

る
と

き
の
財
源
、
そ
の
他
保
健
事

業
等

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る
。

 

国
民

健
康

保
険

事
業

特

別
会

計
の

各
年

度
の

決

算
に

お
い

て
生

じ
た

剰

余
金

の
２

分
の

１
以

上

の
額
 

(
1
4
)
 

登
米

市
仮

屋
排

水
機

場
施

設
改
修
基
金
 

施
設

の
整

備
及

び
更

新
に

要
す
る
経
費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
1
5
)
 

登
米

市
地

域
医

療
体

制
整

備
基
金
 

地
域

医
療

体
制

の
整

備
及

び
充

実
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
1
6
)
 

登
米

市
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
 

登
米

市
ふ

る
さ

と
応

援
寄

附
金
条
例
（
平
成

20
年
登
米

市
条
例
第

58
号
）
第
２
条
に

規
定

す
る

寄
附

事
業

の
経

費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
1
7
)
 

登
米

市
定

住
促

進
住

宅
整

備
基
金
 

登
米

市
定

住
促

進
住

宅
の

整
備
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
1
8
)
 

登
米

市
公

共
施

設
等

維
持

補
修
基
金
 

公
共

施
設

そ
の

他
の

施
設

の
維

持
補

修
等

に
要

す
る

経
費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

調
整
基
金
 

い
て

生
じ

た
剰

余
金

の

２
分
の
１
以
上
の
額

 

(
1
4
)
 
登
米

市
国

民
健

康
保

険
事

業
財

政
調

整
基

金
 

医
療

費
の

増
嵩

に
よ

り
保

険
給

付
費

に
不

足
が

生
じ

た
と
き
の
財
源
、
保
険
料
率

の
引

上
げ

を
緩

和
す

る
と

き
の
財
源
、
そ
の
他
保
健
事

業
等

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る
。

 

国
民

健
康

保
険

事
業

特

別
会

計
の

各
年

度
の

決

算
に

お
い

て
生

じ
た

剰

余
金

の
２

分
の

１
以

上

の
額

 

(
1
5
)
 
登
米

市
仮

屋
排

水
機

場
施

設
改
修
基
金
 

施
設

の
整

備
及

び
更

新
に

要
す
る
経
費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
6
)
 
登
米

市
地

域
医

療
体

制
整

備
基
金

 

地
域

医
療

体
制

の
整

備
及

び
充

実
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
7
)
 
登
米

市
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
 

登
米

市
ふ

る
さ

と
応

援
寄

附
金
条
例
（
平
成

2
0
年
登
米

市
条
例
第
5
8号

）
第
２
条
に

規
定

す
る

寄
附

事
業

の
経

費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
8
)
 
登
米

市
定

住
促

進
住

宅
整

備
基
金

 

登
米

市
定

住
促

進
住

宅
の

整
備
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
1
9
)
 
登
米

市
公

共
施

設
等

維
持

補
修
基
金
 

公
共

施
設

そ
の

他
の

施
設

の
維

持
補

修
等

に
要

す
る

経
費
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
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(
1
9
)
 

登
米

市
農

業
集

落
排

水
事

業
運
営
基
金
 

農
業

集
落

排
水

処
理

施
設

の
運
営
資
金
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
2
0
)
 

登
米

市
東

日
本

大
震

災
復

興
交
付
金
基
金
 

東
日

本
大

震
災

復
興

交
付

金
事

業
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
2
1
)
 

登
米

市
未

来
の

ま
ち

づ
く

り
推
進
基
金
 

協
働

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(
2
2
)
 

上
杉

文
庫

基
金
 

上
杉

恭
弘

及
び

医
療

法
人

恭
謹

会
か

ら
の

篤
志

寄
附

を
元

に
児

童
生

徒
の

学
習

効
果
を
高
め
る
た
め
、
小
学

校
及

び
中

学
校

用
図

書
の

充
実
を
図
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

(2
3)

 
登

米
市

森

林
環

境
整

備
基

金
 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成

30

年
法
律
第

35
号
）
に
基
づ
く

森
林

の
整

備
及

び
そ

の
促

進
を
図
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額
 

 

(
2
0
)
 
登
米

市
農

業
集

落
排

水
事

業
運
営
基
金
 

農
業

集
落

排
水

処
理

施
設

の
運
営
資
金
に
充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
2
1
)
 
登
米

市
東

日
本

大
震

災
復

興
交
付
金
基
金
 

東
日

本
大

震
災

復
興

交
付

金
事

業
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
2
2
)
 
登
米

市
未

来
の

ま
ち

づ
く

り
推
進
基
金
 

協
働

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
に

要
す

る
経

費
に

充
て
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

(
2
3
)
 
上
杉

文
庫

基
金

 

上
杉

恭
弘

及
び

医
療

法
人

恭
謹

会
か

ら
の

篤
志

寄
附

を
元

に
児

童
生

徒
の

学
習

効
果
を
高
め
る
た
め
、
小
学

校
及

び
中

学
校

用
図

書
の

充
実
を
図
る
。

 

市
長
が
定
め
る
額

 

 

２
・
３

 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
４
条
～
第
９
条

 
（
略
）

 
第
４
条
～
第
９
条
 
（
略
）
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議
案
第

53
号
関
係

 

登
米
市
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

登
米
市
障
害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

 
登
米
市
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

 

（
趣
旨
）

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
障
害
者

  
  
に
対
す
る
医
療
機
会
の
確
保
と
障
害
者
  
  

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
障
害
者

  
  
に
対
し
医
療
費
を
助
成
す
る

こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
心
身
障
害
者
に
対
す
る
医
療
機
会
の
確
保
と
心
身
障
害
者

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
心
身
障
害
者
に
対
し
医
療
費
を
助
成
す
る

こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 
（
定
義
）
 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
障
害
者

  
  
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
 
第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
心
身
障
害
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
 

(1
)
 
（
略
）
 

(1
)
 
（
略
）
 

(2
)
 
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
12
年
宮
城
県
規
則
第

10
2号

）
に
基
づ
く
療
育

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
が
「

A」
で
あ
る

も
の
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

35
年
法
律
第
37
号
）
第
16
条
第
１
項
第
３

号
に
定
め
る
職
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
者
で
、
療
育
手
帳
の
「

B」
の
交
付
を

受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
、
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第

28
3号

）
に
定
め
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
障
害
の

程
度
が
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和

25
年
厚
生
省
令
第
15
号
）
別
表

第
５
号
に
定
め
る
１
級
、
２
級
及
び
３
級
（
心
臓
、
肝
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、

ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

障
害
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

25
年
法
律
第
12
3号

）
に
基
づ
く
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

25
年
政
令
第
15
5号

）
第
６
条
第
３
項

に
定
め
る
１
級
に
該
当
す
る
も
の
 

(2
)
 
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成

1
2
年
宮
城
県
規
則
第

1
0
2号

）
に
基
づ
く
療
育

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
が
「
A
」
で
あ
る

も
の
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

3
5
年
法
律
第

3
7号

）
第
1
6
条
第
１
項
第
３

号
に
定
め
る
職
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
者
で
、
療
育
手
帳
の
「

B
」
の
交
付
を

受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

2
4年

法
律
第

28
3
号
）
に
定
め
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
障
害
の

程
度
が
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和

2
5年

厚
生
省
令
第

1
5号

）
別
表

第
５
号
に
定
め
る
１
級
、
２
級
及
び
３
級
（
心
臓
、
肝
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、

ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

障
害
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
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２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、
障
害
者
  
  
を

現
に
監
護
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、
心
身
障
害
者
を

現
に
監
護
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

 

(1
)
 
（
略
）
 

(1
)
 
（
略
）
 

(2
)
 
父
母
以
外
の
者
で
そ
の
障
害
者

  
  
と
同
居
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維

持
す
る
者
（
以
下
「
養
育
者
」
と
い
う
。
）

 

(2
)
 
父
母
以
外
の
者
で
そ
の
心
身
障
害
者
と
同
居
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維

持
す
る
者
（
以
下
「
養
育
者
」
と
い
う
。
）

 

（
助
成
対
象
者
）

 
（
助
成
対
象
者
）
 

第
３
条

 
こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
対
象
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

障
害
者

  
  
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法
律
第
14
4
号
）
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第

30
号
）
第
14
条
に
よ
り
支
援
給
付
を
受
け

る
者
を
除
く
。

 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
対
象
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

心
身
障
害
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5年

法
律
第

1
4
4
号
）
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第

3
0
号
）
第
1
4
条
に
よ
り
支
援
給
付
を
受
け

る
者
を
除
く
。
 

(1
)
～
(4
) 

（
略
）

 
(1
)
～

(4
)
 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
者

  
  
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
助
成
対
象
者
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
事
由
が
あ
る

と
認
め
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
心
身
障
害
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
助
成
対
象
者
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
事
由
が
あ
る

と
認
め
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(1
)
～
(5
) 

（
略
）

 

第
４
条
～
第

14
条

 
（
略
）

 

(1
)
～

(5
)
 
（
略
）

 

第
４
条
～
第
14
条

 
（
略
）
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議
案
第

54
号
関
係

 

登
米
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条

 
（
略
）

 

（
課
税
額
）

 

第
１
条
 
（
略
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条

 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
合
算
額
が

61
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、

61
万
円
と
す
る
。

 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
合
算
額
が
5
8
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、

58
万
円
と
す
る
。
 

３
・
４

 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）

 

第
３
条

 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

22
6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

31
4
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に

10
0
分
の

6.

20
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和

2
5年

法
律
第

2
2
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

3
1
4条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に

1
0
0分

の
6
.

45
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

 

２
 
（
略
）
 

第
４
条
・
第
５
条

 
（
略
）

 

２
 
（
略
）
 

第
４
条
・
第
５
条
 
（
略
）

 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）

 

第
５
条
の
２

 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

第
５
条
の
２
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(1
)
 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号

(1
)
 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
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の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪

失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日

の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い

場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
７
条
の
３
及
び
第

23
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か

ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
７
条
の
３
及

び
第
23
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
世
帯

 
15
,0
00
円
 

の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪

失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日

の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い

場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
７
条
の
３
及
び
第

2
3条

に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か

ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
７
条
の
３
及

び
第
23
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
世
帯

 
2
0
,
0
0
0円

 

(2
)
 
特
定
世
帯

 
7,

50
0円

  
(2
)
 
特
定
世
帯
 
1
0
,
0
0
0
円
 

(3
)
 
特
定
継
続
世
帯

 
11

,2
50
円
 

(3
)
 
特
定
継
続
世
帯
 

1
5
,
0
0
0
円

 

第
６
条
～
第
７
条
の
３

 
（
略
）

 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
６
条
～
第
７
条
の
３
 
（
略
）

 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）

 

第
８
条

 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に

10
0分

の
2.

00
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
９
条

 
（
略
）
 

第
８
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に

1
0
0分

の
2
.
5
0を

乗
じ
て
算
定
す
る
。

 

第
９
条
 
（
略
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）

 
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）

 

第
９
条
の
２

 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
１
人
に
つ
い
て

8,
00

0円
 と

す
る
。

 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
１
人
に
つ
い
て
1
2
,
0
0
0
円
と
す
る
。

 

第
９
条
の
３
～
第

22
条
 
（
略
）

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 

第
９
条
の
３
～
第
22
条
 
（
略
）

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 

第
23
条

 
次
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民

健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

61
万
円
を
超
え
る
場
合

第
23
条
 
次
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民

健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

5
8
万
円
を
超
え
る
場
合
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に
は
、
61
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ

及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

19
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
19
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額

か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

16

万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

16
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。

 

に
は
、
58
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ

及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
9万

円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
1
9
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額

か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
6

万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
6
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。

 

(1
)
 
法
第

70
3条

の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

 

(1
)
 
法
第
70
3
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

 

ア
 
（
略
）
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

(ア
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
1
0,
50
0
円

 
(ア

)
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
1
4
,
0
0
0
円

 

(イ
) 

特
定
世
帯

 
5,

25
0円

 
(イ

)
 
特
定
世
帯

 
7
,
0
0
0
円

 

(ウ
) 

特
定
継
続
世
帯

 
7,

87
5円

  
(ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯

 
1
0
,
5
0
0円

 

ウ
・
エ
 
（
略
）

 
ウ
・
エ
 
（
略
）

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
5,

60
0円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
8,
4
0
0円

 

カ
 
（
略
）
 

カ
 
（
略
）
 

 
(2
)
 
法
第

70
3条

の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

28
万
円

  
 を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
 

(2
)
 
法
第
70
3
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

2
7
5
,
0
0

0円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
 

 
 
ア

 
（
略
）

 
ア

 
（
略
）
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
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(ア
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
7
,5
00
円

  
(ア

)
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

1
0
,
0
0
0
円

 

(イ
) 

特
定
世
帯

 
3,

75
0円

 
(イ

)
 
特
定
世
帯

 
5
,
0
0
0
円

 

(ウ
) 

特
定
継
続
世
帯

 
5,

62
5円

 
(ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯

 
7
,
5
0
0円

 

ウ
・
エ
 
（
略
）

 
ウ
・
エ
 
（
略
）

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
4,

00
0円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
6,
0
0
0円

 

カ
 
（
略
）
 

カ
 
（
略
）
 

(3
)
 
法
第

70
3条

の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

51
万
円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
）
 

(3
)
 
法
第
70
3
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
33
万
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

5
0
万
円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 
（
略
）
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

(ア
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
3
,0
00
円

 
(ア

)
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
4
,
0
0
0
円
 

(イ
) 

特
定
世
帯

 
1,

50
0円

 
(イ

)
 
特
定
世
帯

 
2
,
0
0
0
円

 

(ウ
) 

特
定
継
続
世
帯

 
2,

25
0円

 
(ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯

 
3
,
0
0
0円

 

ウ
・
エ
 
（
略
）

 
ウ
・
エ
 
（
略
）

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
1,

60
0円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付

金
課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人

に
つ
い
て
2,
4
0
0円

 

カ
 
（
略
）
 

第
23
条
の
２
～
第
26
条
 
（
略
）

 

カ
 
（
略
）
 

第
23
条
の
２
～
第
26
条
 
（
略
）
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議
案
第

55
号
関
係

 

登
米
市
介
護
保
険
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
３
条

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）

 

（
保
険
料
率
）

 
（
保
険
料
率
）
 

第
４
条

 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

 

第
４
条
 
平
成
30
年
度
か
ら
平
成

3
2年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
)
～
(9
) 

（
略
）

  
(1
)
～
(9
)
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令

和
元
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
30
,6
00
円
と

す
る
。

 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
平

成
30
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
3
6
,
7
20
円
と

す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保

険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
元
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「

61
,2

00
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
51
,0
00
円
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 

４
 
第
２
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
元
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「

61
,2
00
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
59
,1
60

円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
５
条
～
第

23
条
 
（
略
）

 
第
５
条
～
第

23
条

 
（
略
）
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議
案
第

56
号
関
係

 

登
米
市
火
災
予
防
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第

15
条

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
15
条
 
（
略
）

 

（
避
雷
設
備
）

 
（
避
雷
設
備
）
 

第
16
条

 
避
雷
設
備
の
位
置
及
び
構
造
は
、
消
防
長
が
指
定
す
る
日
本
産
業
規
格

（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和

24
年
法
律
第

18
5号

）
第
20
条
第
１
項
の
日
本
産
業
規

格
を
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
16
条
 
避
雷
設
備
の
位
置
及
び
構
造
は
、
消
防
長
が
指
定
す
る
日
本
工
業
規
格

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
17
条
～
第
29
条
の
３

 
（
略
）

 
第

17
条
～
第
29
条
の
３
 
（
略
）

 

（
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
）

 
（
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
）

 

第
29
条
の
４
 
（
略
）

 
第

29
条
の
４
 
（
略
）

 

２
～
４

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
前
条
第
５
項
第
１
号
、
第
５
号
及
び
第
６
号
の
規
定
は
感
知
器
に
つ
い
て
、
同

項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
規
定
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
 

５
 
前
条
第
５
項
第
１
号
及
び
第
５
号

 
 
 
 
 
 
 
 の

規
定
は
感
知
器
に
つ
い
て
、
同

項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
規
定
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
 

（
設
置
の
免
除
）

 
（
設
置
の
免
除
）
 

第
29
条
の
５
 
前
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
住
宅
の
部
分
に
つ
い
て
住
宅
用
防
災

警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
住
宅
用
防
災
警

報
器
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
29
条
の
５
 
前
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
住
宅
の
部
分
に
つ
い
て
住
宅
用
防
災

警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
住
宅
用
防
災
警

報
器
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
標
示
温
度
75
度
以
下
で
種
別
が
１
種
  
  
  
  
の
閉
鎖

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
備
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
令
第

12
条
に

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置

(1
)
 
第
29
条
の
３
第
１
項
各
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
標
示
温
度
7
5
度
以
下
で
作
動
時
間
が

6
0
秒
以
内
の
閉
鎖

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
備
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
令
第

1
2条

に

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
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し
た
と
き
。
 

し
た
と
き
。
 

(2
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
自

動
火
災
報
知
設
備
を
令
第
21
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該

技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

 

(2
)
 
第
29
条
の
３
第
１
項
各
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
自

動
火
災
報
知
設
備
を
令
第

2
1
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該

技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

 

(3
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
共

同
住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
に
お
け
る
必
要
と
さ

れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
17
年
総
務
省
令
第

40
号
。
以
下
「
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
」
と
い
う
。
）

第
３
条
第
３
項
第
２
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上

の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

 

(3
)
 
第
29
条
の
３
第
１
項
各
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
共

同
住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
に
お
け
る
必
要
と
さ

れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
17
年
総
務
省
令
第

4
0
号
。
以
下
「
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
」
と
い
う
。
）

第
３
条
第
３
項
第
２
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上

の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

 

(4
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
共

同
住
宅
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
第
３
条
第
３
項
第

３
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ

り
設
置
し
た
と
き
。
 

(4
)
 
第
29
条
の
３
第
１
項
各
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
共

同
住
宅
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
第
３
条
第
３
項
第

３
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ

り
設
置
し
た
と
き
。
 

(5
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
住

戸
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
第
３
条
第
３
項
第
４
号

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設

置
し
た
と
き
。
 

(5
)
 
第
29
条
の
３
第
１
項
各
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
住

戸
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
共
同
住
宅
等
省
令
第
３
条
第
３
項
第
４
号

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設

置
し
た
と
き
。
 

(6
)
 
第

29
条
の
３
第
１
項
各
号
又
は
前
条
第
１
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
特

定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
小
規
模
施
設
に
お
け
る
必
要

と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る

省
令
（
平
成
20
年
総
務
省
令
第

15
6号

）
第
３
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
定
め

る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た

と
き
。
 

 

(7
)
 
（
略
）
 

(6
)
 
（
略
）
 

第
29
条
の
６
～
第
50
条

 
（
略
）

 
第

29
条
の
６
～
第
50
条
 
（
略
）
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議
案
第

57
号
関
係

 

登
米
市
歴
史
資
料
館
等
に
お
け
る
共
通
観
覧
券
の
発
行
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
案
 

現
 
 
 
行

 

第
１
条

 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条

 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
共
通
観
覧
券
」
と
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設

に
お
け
る
常
設
展
示
（
登
米
市
歴
史
資
料
館
条
例
（
平
成

17
年
登
米
市
条
例
第

93

号
）
別
表
及
び
登
米
市
高
倉
勝
子
美
術
館
条
例
（
平
成

21
年
登
米
市
条
例
第
20
号
）

別
表
第
１
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
複
数
の
施
設
の
常
設
展
示

を
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
観
覧
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
券

を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
共
通
観
覧
券
」
と
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設

に
お
け
る
常
設
展
示
（
登
米
市
歴
史
資
料
館
条
例
（
平
成

1
7
年
登
米
市
条
例
第

9
3

号
）
別
表
及
び
登
米
市
高
倉
勝
子
美
術
館
条
例
（
平
成

2
1
年
登
米
市
条
例
第

2
0号

）

別
表
第
１
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
複
数
の
施
設
の
常
設
展
示

を
共
通
観
覧
券
発
行
日
の
当
日
に
限
り
、
自
由
に
観
覧
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
券

を
い
う
。
 

第
３
条

 
（
略
）

 
第
３
条
 
（
略
）
 

（
共
通
観
覧
券
の
料
金
等
）

 
（
共
通
観
覧
券
の
料
金
等
）

 

第
４
条

 
（
略
）

 
第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
共
通
観
覧
券
の
有
効
期
間
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 
 

４
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）

 
第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）

 

 


